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(57)【要約】
【課題】
　複数のデスク列が平行に設置されたデスク配置におい
て、最小限のオプションの追加により、管理職やマネー
ジャーが使用するための広いデスク空間を簡単に創出す
ることが可能なワークステーションを提供する。
【解決手段】
　複数の天板４を中間脚２を介して側方へ連設するとと
もに、該天板の後部に机上パネル５を立設して構成した
少なくとも二列のデスク列Ａ，Ｂを、両デスク列の天板
が向かい合うように間に通路Ｃを設けて平行に設置して
なるデスク配置において、端部より中央寄り位置の通路
で両デスク列の対向する天板間に、両天板に連続させて
補助天板を設置するとともに、補助天板２５の背面から
両デスク列の机上パネルに連続するように仕切パネル２
６を設け、補助天板と両側の天板とで形成した複合天板
を、仕切パネルと両側の机上パネルで囲ってコ字形デス
ク空間を創出する。
【選択図】　　　　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の天板を中間脚を介して側方へ連設するとともに、該天板の後部に机上パネルを立
設して構成した少なくとも二列のデスク列を、両デスク列の天板が向かい合うように間に
通路を設けて平行に設置してなるデスク配置において、端部より中央寄り位置の通路で両
デスク列の対向する天板間に、両天板に連続させて補助天板を設置するとともに、該補助
天板の背面から両デスク列の机上パネルに連続するように仕切パネルを設け、前記補助天
板と両側の天板とで形成した複合天板を、仕切パネルと両側の机上パネルで囲ってコ字形
デスク空間を創出することを特徴とするワークステーション。
【請求項２】
　前記補助天板は、通路に設置した下キャビネットを脚部として設置してなる請求項１記
載のワークステーション。
【請求項３】
　前記仕切パネルは、一部又は全部が両デスク列の天板上に位置するとともに、机上パネ
ルと天板に連結して立起状態に保持した側部仕切パネルと、両側の側部仕切パネル間に連
結する単又は複数の中間仕切パネルとからなる請求項１又は２記載のワークステーション
。
【請求項４】
　前記デスク列は、両端部に配する端部脚、中間に配する複数の中間脚、脚間を連結する
複数の脚間モジュール及び天板を有し、前記端部脚と中間脚、あるいは両側の中間脚に天
板を前後に載置固定するとともに、中央部に机上パネルを取付けるとともに、前記端部脚
に前記机上パネルと同じ高さのサイドパネルを取付けたものである請求項１～３何れかに
記載のワークステーション。
【請求項５】
　複数の天板を中間脚を介して側方へ連設するとともに、該天板の後部に机上パネルを立
設して構成した少なくとも二列のデスク列を、両デスク列の天板が向かい合うように間に
通路を設けて平行に設置してなるデスク配置において、端部より中央寄り位置の通路で両
デスク列の机上パネルに連続するように仕切パネルを設け、両側に天板を有し、仕切パネ
ルと両側の机上パネルで囲ってデスク空間を創出することを特徴とするワークステーショ
ン。
                                                                                
  
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管理職やマネージャーが使用するワークステーションに係わり、更に詳しく
はデスク列の通路にオプションとして設置して広いデスク空間を形成してなるワークステ
ーションに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、複数の天板を中間脚を介して側方へ連設する構造の組立式デスクは各種提供
されている。例えば、特許文献１には、少なくとも両端部に配する端部脚、中間に配する
中間脚、脚間を連結する脚間モジュール及び天板を有し、前記天板の両側下面を前記端部
脚及び中間脚に載置して取付手段にて取付け、中間部における天板同士の端面を直接接合
して構成する組立式デスクが開示されている。また、前後に天板を配してその中央部に机
上パネルを設けること、またサイドパネルを設けることも公知である。
【０００３】
　通常、企業のオフィスでは、部や課といったグループ単位でデスクが配置されている。
前述の組立式デスクで所定の長さのデスク列を構成し、このデスク列を間に通路を設けて
複数平行に設置し、一般の従業員のデスクワークに供している。一方、これら部や課の長
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である管理職やマネージャーの使用するデスクは、前記デスク列から離れた位置に設置し
ている。通常、管理職やマネージャーの使用するデスクは、比較的大きなデスクを用い、
広いデスク空間を確保している。
【０００４】
　しかし、管理職やマネージャーの使用するデスクが、一般の従業員が使用するデスク列
から離れている配置は、オフィス空間の無駄が多く、効率的な配置とは言えない。また、
頻繁に従業員の人数や配置が変わるような流動的な組織では、それに応じてデスク空間を
自由に変えることが要求されるが、そのような要求に答えるには通常は大掛かりな作業に
なり、コスト高となる。
【特許文献１】特開２００７－１５１８２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、本発明が前述の状況に鑑み、解決しようとするところは、複数のデスク列が平
行に設置されたデスク配置において、最小限のオプションの追加により、管理職やマネー
ジャーが使用するための広いデスク空間を簡単に創出することが可能なワークステーショ
ンを提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、前述の課題解決のために、複数の天板を中間脚を介して側方へ連設するとと
もに、該天板の後部に机上パネルを立設して構成した少なくとも二列のデスク列を、両デ
スク列の天板が向かい合うように間に通路を設けて平行に設置してなるデスク配置におい
て、端部より中央寄り位置の通路で両デスク列の対向する天板間に、両天板に連続させて
補助天板を設置するとともに、該補助天板の背面から両デスク列の机上パネルに連続する
ように仕切パネルを設け、前記補助天板と両側の天板とで形成した複合天板を、仕切パネ
ルと両側の机上パネルで囲ってコ字形デスク空間を創出することを特徴とするワークステ
ーションを構成した（請求項１）。
【０００７】
　ここで、前記補助天板は、通路に設置した下キャビネットを脚部として設置してなるこ
とが好ましい（請求項２）。
【０００８】
　そして、前記仕切パネルは、一部又は全部が両デスク列の天板上に位置するとともに、
机上パネルと天板に連結して立起状態に保持した側部仕切パネルと、両側の側部仕切パネ
ル間に連結する単又は複数の中間仕切パネルとからなる（請求項３）。
【０００９】
　また、前記デスク列は、両端部に配する端部脚、中間に配する複数の中間脚、脚間を連
結する複数の脚間モジュール及び天板を有し、前記端部脚と中間脚、あるいは両側の中間
脚に天板を前後に載置固定するとともに、中央部に机上パネルを取付けるとともに、前記
端部脚に前記机上パネルと同じ高さのサイドパネルを取付けたものである（請求項４）。
【００１０】
　また、本発明は、複数の天板を中間脚を介して側方へ連設するとともに、該天板の後部
に机上パネルを立設して構成した少なくとも二列のデスク列を、両デスク列の天板が向か
い合うように間に通路を設けて平行に設置してなるデスク配置において、端部より中央寄
り位置の通路で両デスク列の机上パネルに連続するように仕切パネルを設け、両側に天板
を有し、仕切パネルと両側の机上パネルで囲ってデスク空間を創出することを特徴とする
ワークステーションを構成した（請求項５）。
【発明の効果】
【００１１】
　以上にしてなる請求項１に係る発明のワークステーションは、複数の天板を中間脚を介
して側方へ連設するとともに、該天板の後部に机上パネルを立設して構成した少なくとも
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二列のデスク列を、両デスク列の天板が向かい合うように間に通路を設けて平行に設置し
てなるデスク配置において、端部より中央寄り位置の通路で両デスク列の対向する天板間
に、両天板に連続させて補助天板を設置するとともに、該補助天板の背面から両デスク列
の机上パネルに連続するように仕切パネルを設けたので、既存のデスク列の配置をそのま
ま用い、オプションとして補助天板と仕切パネルを追加して通路に設置するだけで、補助
天板と両側の天板とで形成した複合天板を、仕切パネルと両側の机上パネルで囲って比較
的広いコ字形デスク空間を簡単且つ安価に創出することができ、従来のようにデスク列か
ら離れた位置に管理職やマネージャーの使用するデスクを設置する必要がないので、オフ
ィス空間を効率良く使用することができる。
【００１２】
　請求項２によれば、補助天板を通路に設置した下キャビネットで安定に支持することが
できるとともに、単に通路に下キャビネットを設置し、その上に補助天板を支持するだけ
で良いので作業が簡単である。
【００１３】
　請求項３によれば、前記仕切パネルを、一部又は全部が両デスク列の天板上に位置する
とともに、机上パネルと天板に連結して立起状態に保持した側部仕切パネルと、両側の側
部仕切パネル間に連結する単又は複数の中間仕切パネルとから構成したので、両側の側部
仕切パネルは立起状態でデスク列に安定に保持することができ、その際に連結する単又は
複数の中間仕切パネルも同様に立起状態に保持することができる。尚、下キャビネットの
背面に前記中間仕切パネルを連結し、あるいは中間仕切パネルと側部仕切パネルを連結す
ることにより更に強固になる。
【００１４】
　請求項４によれば、次々と側方へ脚間モジュール、中間脚、天板を連結することにより
、所望の長さのデスク列を形成することができる。
【００１５】
　請求項５によれば、通路が両デスク列の机上パネルに連続するように設けた仕切パネル
で区画され、両側に天板を有し、仕切パネルと両側の机上パネルで囲ってデスク空間を創
出することができ、簡易なミーティング空間として利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　次に、添付図面に示した実施形態に基づき、本発明を更に詳細に説明する。図１及び図
２は本発明のワークステーションを構成する組立式デスクを示し、図３～図７はデスク本
体部の詳細を示し、図中符号１は端部脚、２は中間脚、３は脚間モジュール、４は天板、
５は机上パネル、６はサイドパネル、７は幕板をそれぞれ示している。
【００１７】
　本実施形態に係る組立式デスクは、両端部に配する端部脚１，１、中間に配する複数の
中間脚２，…、脚間を連結する複数の脚間モジュール３，…及び天板４，…を有し、前記
端部脚１と中間脚２、あるいは両側の中間脚２，２に、前後中央部にダクト開口８を設け
て天板４，４を前後に載置固定するとともに、前記ダクト開口８内で前記端部脚１及び中
間脚２に取付けた支持部材９，…に机上パネル５，…を取付けるとともに、ダクト開口８
にはダクトカバー１０，…を装着し、更に前記端部脚１の上部で外側面には前記机上パネ
ル５と同じ高さのサイドパネル６を取付けて構成している。ここで、前後の天板４，４の
端部とダクトカバー１０の間には、コードを挿通するための隙間を設けている。また、前
記各脚間モジュール３の下部には、パンチングメタル製の幕板７を吊り下げている。
【００１８】
　通常、前述の組立式デスクは、前後一対の天板４，４、中間脚２及び脚間モジュール３
を単位として次々に連結してデスク列を構成し、それらデスク列を平行に所定間隔を置い
て複数設置して使用する。そして、デスク列は中央部の机上パネル５，…で前後に仕切ら
れており、各天板４の前に着座して対面状態でデスクワークを行うのである。
【００１９】
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　先ず、図３～図７に基づいてデスク本体部の構造を説明する。前記端部脚１は、図４に
示すように、側面視四角形の板状のものであり、上端に内方へ向けた天板４を取付ける取
付片１１，…を前後に４つ固定している。また、前記中間脚２は、脚柱１２と支持アーム
１３とからなる側面視略Ｔ字形を有し、該支持アーム１３の左右両側にそれぞれ４つの取
付片１４，…を固定している。ここで、前記中間脚２の横幅は端部脚１の横幅の２倍に設
定している。尚、前記支持アーム１３に取付片１４，…を設ける代わりに、前記支持アー
ム１３に上下貫通した貫通孔を２つずつ並べて形成しても良い。
【００２０】
　前記脚間モジュール３は、前後に間隔を隔ててビーム板１５，１５を配し、両ビーム板
１５，１５の両端上部間を連結板１６，１６で連結し、上下貫通したダクト開口８を形成
したものであり、両ビーム板１５，１５のそれぞれ端面に連結片１７，１７を形成し、各
連結片１７の下部にダルマ孔１８、上部に通孔１９を形成している。
【００２１】
　そして、前記端部脚１の内側面の上部に、前記脚間モジュール３の連結面に形成した両
ダルマ孔１８，１８に対応させて頭部付き連結ピン２０，２０を突設するとともに、前記
通孔１９，１９に対応させて螺孔２１，２１を形成している。同様に、前記中間脚２の脚
柱１２の上部両側面に、頭部付き連結ピン２０，２０を突設するとともに、螺孔２１，２
１を形成している。
【００２２】
　このような各部品を用いて本実施形態に係る組立式デスクを施工するには、先ず図４及
び図５に示すように、前記端部脚１を立起状態にして、前記脚間モジュール３の一方の連
結面に形成したダルマ孔１８，１８を前記端部脚１の内側面に突設した頭部付き連結ピン
２０，２０に係止し、それから図４及び図６に示すように、前記中間脚２を立起状態にし
て、前記脚間モジュール３の他方の連結面に形成したダルマ孔１８，１８を、中間脚２の
脚柱１２の内側面に突設した頭部付き連結ピン２０，２０に係止して仮止めする。それか
ら、前記脚間モジュール３の連結面に形成した通孔１９，１９に、ダクト開口８の内部か
ら連結ネジ２２，２２を挿通して、前記端部脚１及び中間脚２の螺孔２１，２１にそれぞ
れ螺合する。次に、前記端部脚１と中間脚２の上面に天板４の下面両側縁を載置し、前記
端部脚１に設けた取付片１１，１１と中間脚２に設けた取付片１４，１４に、下方からネ
ジ２３，…を挿通して前記天板４の螺孔２４，…に螺合する。尚、前記取付片１４，１４
の代わりに、前記支持アーム１３に貫通孔を形成した場合には、該貫通孔に下方から長さ
の長いネジ２３を挿通し、前記螺孔２４に螺合する。
【００２３】
　それから、前記中間脚２の他の側面に、他の脚間モジュール３の一端部を前記同様に連
結するとともに、該脚間モジュール３の他端部に前記同様に中間脚２又は端部脚１を連結
する。この状態で、中間脚２と他の中間脚２又は端部脚１の上面に新たな天板４を載置す
る。このように、次々と側方へ脚間モジュール３、中間脚２、天板４を連結していき、最
後に反対側の端部脚１を連結するのである。
【００２４】
　図１には、二列のデスク列Ａ，Ｂの間に通路Ｃを設けた典型的なデスク配置を示してい
る。このデスク配置は主に一般の従業員が使用する配置である。そして、図８は、前記通
路Ｃにオプションを設置して管理職やマネージャーの使用するコ字形デスク空間Ｄを創出
した本発明の実施形態を示している。つまり、本発明に係るワークステーションは、図８
及び図９に示すように、複数の天板４を中間脚２を介して側方へ連設するとともに、該天
板４の後部に机上パネル５を立設して構成した少なくとも二列のデスク列Ａ，Ｂを、両デ
スク列Ａ，Ｂの天板４，４が向かい合うように間に通路Ｃを設けて平行に設置してなるデ
スク配置において、端部より中央寄り位置の通路Ｃで両デスク列Ａ，Ｂの対向する天板４
，４間に、両天板４，４に連続させて補助天板２５を設置するとともに、該補助天板２５
の背面から両デスク列Ａ，Ｂの机上パネル５，５に連続するように仕切パネル２６を設け
、前記補助天板２５と両側の天板，…とで形成した複合天板を、仕切パネル２６と両側の
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机上パネル５，…で囲ってコ字形デスク空間Ｄを創出するものである。
【００２５】
　尚、前記補助天板２５を設けないで、単に通路Ｃを仕切パネル２６で区画するだけでも
、両側に天板４，４を備え、周囲を仕切パネル２６と机上パネル５，…で囲まれたデスク
空間を創出することができ、その空間を簡易なミーティング空間として利用できるのであ
る。
【００２６】
　ここで、前記補助天板２５は、通路Ｃに設置した下キャビネット２７を脚部として設置
している。本実施形態では、前記下キャビネット２７の上面に補助天板２５を載置し、下
キャビネット２７の内部から補助天板２５をネジ止めするようになっている。また、前記
仕切パネル２６は、机上パネル５と天板４に連結して立起状態に保持した側部仕切パネル
２８と、両側の側部仕切パネル２８，２８間に連結する単又は複数の中間仕切パネル２９
とからなっている。
【００２７】
　本実施形態では、前記側部仕切パネル２８は、天板４上に載る水平部分２８Ａと通路Ｃ
の床面まで延びた垂直部分２８Ｂを有する倒Ｌ字形の形状であり、前記中間仕切パネル２
９は長方形の形状である。前記側部仕切パネル２８と中間仕切パネル２９同士は端縁に設
けた係合溝を利用してＨ字形目地部材を用いて連結できるようになっている。そして、前
記下キャビネット２７の背面を前記中間仕切パネル２９及び側部仕切パネル２８に接合し
、下キャビネット２７内からネジ止めするようにすればより強固になる。
【００２８】
　また、前記側部仕切パネル２８は、図１５に示すように、全部が天板４の上に位置する
大きさの長方形状、即ち前述の天板４上に載る水平部分２８Ａのみでも良い。そして、図
１５（ａ）に示すように、両側の側部仕切パネル２８，２８間に１枚の中間仕切パネル２
９を連結する場合と、図１５（ｂ）に示すように、両側の側部仕切パネル２８，２８間に
３枚の中間仕切パネル２９を連結する場合がある。
【００２９】
　次に、図１０～図１４に基づいて、前記側部仕切パネル２８を机上パネル５と天板４に
連結する構造を説明する。図１０及び図１１は、前記側部仕切パネル２８の水平部分２８
Ａの端部を机上パネル５に上係止具３０と下係止具３１で係止するとともに、水平部分２
８Ａと垂直部分２８Ｂのコーナー部を天板４の前縁部にクランプ３２で締め付けて連結し
た状態を示している。ここで、前記机上パネル５は、上縁の表裏両側に係止溝３３，３３
を有するとともに、下端部に下方へ開放した凹溝３４を有している。一方、前記側部仕切
パネル２８の水平部分２８Ａと垂直部分２８Ｂの側縁には、図１２に示すようなエッジ部
材３５が設けられている。前記エッジ部材３５は、中央部と両側の三箇所に係合溝３６，
…が形成されたアルミ押出し型材である。
【００３０】
　前記上係止具３０は、図１２に示すように、略Ｔ字形の部材であり、上部に前記机上パ
ネル５の係止溝３３に係止する下向き爪３７，３７を両側に形成するとともに、両下向き
爪３７，３７の間に切欠部３８を形成し、下部に前記側部仕切パネル２８のエッジ部材３
５の両側の係合溝３６，３６にスライド可能に係合する係合片３９，３９を形成したもの
である。また、前記下係止具３１は、図１３に示すように、略Ｔ字形の部材であり、一端
部に前記机上パネル５の凹溝３４に係止する上向き爪４０，４０を形成し、基部には通孔
４１，４１を形成し、前記側部仕切パネル２８の水平部分２８Ａの端部下端に形成した切
欠部４２に沿って埋設した固定金具４３にネジ４４にて締結するようになっている。
【００３１】
　そして、前記上係止具３０の係合片３９，３９を、前記側部仕切パネル２８のエッジ部
材３５の両側の係合溝３６，３６にスライド可能に係合するとともに、前記下係止具３１
の通孔４１，４１に下方から通したネジ４４，４４を前記固定金具４３に緩く螺合した状
態で、前記下係止具３１の上向き爪４０，４０を机上パネル５の凹溝３４の下側に位置さ
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せるとともに、前記上係止具３０の下向き爪３７，３７を机上パネル５の係止溝３３に係
止する。それから、前記側部仕切パネル２８を位置決めした後、前記ネジ４４，４４を締
め付けて前記下係止具３１の上向き爪４０，４０を机上パネル５の凹溝３４に係止し、更
に前記上係止具３０の両下向き爪３７，３７間の切欠部３８と係止溝３３内に図示しない
弾性部材を詰め込んで、該上係止具３０の上方移動を規制する。
【００３２】
　また、前記クランプ３２は、上部に前記側部仕切パネル２８の水平部分２８Ａの下端内
部に埋設固定する水平な固定板４５と、該固定板４５から下方に延びた垂直板４６と、該
垂直板４６の下端に固定板４５と平行に設けた支持板４７を有するとともに、前記支持板
４７には螺孔４８を形成し、該支持板４７に下方からコ字状の押圧部材４９を外挿し、該
押圧部材４９に下方から通した締結ネジ５０を前記螺孔４８に螺合し、更に前記垂直板４
６の外側には前記側部仕切パネル２８の垂直部分２８Ｂの側縁に埋設したエッジ部材３５
の両側係合溝３６，３６にスライド可能に係合する係合片５１，５１を設けたものである
。
【００３３】
　そして、前記クランプ３２の係合片５１，５１を垂直部分２８Ｂのエッジ部材３５の両
側係合溝３６，３６に係合するとともに、前記固定板４５を水平部分２８Ａの下端部に埋
設して固定する。そして、前記側部仕切パネル２８の水平部分２８Ａを前記天板４に載置
した状態で、該天板４の下面に位置する押圧部材４９を、締結ネジ５０を回転させて上昇
させて天板４の下面に圧接して該天板４を上下から締め付けるのである。
【００３４】
　このように、上係止具３０、下係止具３１、クランプ３２による３点で、前記側部仕切
パネル２８を机上パネル５と天板４に連結するので、立起状態に強固に保持することがで
きる。そして、両デスク列Ａ，Ｂに取付けられた両側の側部仕切パネル２８，２８の間に
、前記中間仕切パネル２９の両側縁を連結して保持するのであるが、それには側部仕切パ
ネル２８と中間仕切パネル２９の側縁に埋設した前記エッジ部材３５の中央部の係合溝３
６を利用して連結する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明を適用するデスク配置を示す斜視図である。
【図２】同じくデスク列の部分正面図である。
【図３】デスク本体部の構造を示す斜視図である。
【図４】同じくデスク本体部の分解斜視図である。
【図５】端部脚と脚間モジュールの連結構造を示す部分分解斜視図である。
【図６】中間脚と脚間モジュールの連結構造を示す部分分解斜視図である。
【図７】組立状態のデスク本体部の簡略断面図である。
【図８】本発明のワークステーションを示す斜視図である。
【図９】同じく追加するオプションの分解斜視図である。
【図１０】側部仕切パネルを立起状態にデスク列に連結した状態の簡略断面図である。
【図１１】同じく拡大断面図である。
【図１２】上係止具を示す斜視図である。
【図１３】下係止具を示す斜視図である。
【図１４】クランプを示す斜視図である。
【図１５】仕切パネルの他の実施形態を示し、全部が天板の上に位置する大きさの長方形
状の側部仕切パネルを用い、（ａ）は両側の側部仕切パネル間に１枚の中間仕切パネルを
連結した状態の正面図、（ｂ）は両側の側部仕切パネル間に３枚の中間仕切パネルを連結
した状態の正面図をそれぞれ示している。
【符号の説明】
【００３６】
１　端部脚、　　　　　　２　中間脚、
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３　脚間モジュール、　　４　天板、
５　机上パネル、　　　　６　サイドパネル、
７　幕板、　　　　　　　８　ダクト開口、
９　支持部材、　　　　　１０　ダクトカバー、
１１　取付片、　　　　　１２　脚柱、
１３　支持アーム、　　　１４　取付片、
１５　ビーム板、　　　　１６　連結板、
１７　連結片、　　　　　１８　ダルマ孔、
１９　通孔、　　　　　　２０　連結ピン、
２１　螺孔、　　　　　　２２　連結ネジ、
２３　ネジ、　　　　　　２４　螺孔、
２５　補助天板、　　　　２６　仕切パネル、
２７　下キャビネット、　２８　側部仕切パネル、
２８Ａ　水平部分、　　　２８Ｂ　垂直部分、
２９　中間仕切パネル、　３０　上係止具、
３１　下係止具、　　　　３２　クランプ、
３３　係止溝　　　　　　３４　凹溝、
３５　エッジ部材、　　　３６　係合溝、
３７　下向き爪、　　　　３８　切欠部、
３９　係合片、　　　　　４０　上向き爪、
４１　通孔、　　　　　　４２　切欠部、
４３　固定金具、　　　　４４　ネジ、
４５　固定板、　　　　　４６　垂直板、
４７　支持板、　　　　　４８　螺孔、
４９　押圧部材、　　　　５０　締結ネジ、
５１　係合片、
Ａ，Ｂ　デスク列、
Ｃ　通路、
Ｄ　コ字形デスク空間。
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】
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